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食品衛生法（抄） 

（昭和 22 年法律第 233 号） 

 

第３条 食品等事業者（食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、

調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包

装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、

病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与す

る人若しくは法人をいう。以下同じ。）は、その採取し、製造し、輸入し、加

工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、

又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装（以下「販売食品等」と

いう。）について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売

食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安

全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう

努めなければならない。 

② 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に

必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売食品等又はその原材料

の販売を行つた者の名称その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保

存するよう努めなければならない。 

③ 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止す

るため、前項に規定する記録の国、都道府県等への提供、食品衛生上の危害の

原因となつた販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ずる

よう努めなければならない。 

 

第 15 条 営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならな

い。 

 

第 16 条 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を

損なうおそれがある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触し

てこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器

具若しくは容器包装は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、若し

くは輸入し、又は営業上使用してはならない。 

 

第 18 条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見

を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業条使用する器具若しくは容器包装若

しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準

を定めることができる。 
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② 前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わない

器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸

入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又はその

基準に合わない方法により器具若しくは容器包装を製造してはならない。 

③ 器具又は容器包装には、成分の食品への溶出又は浸出による公衆衛生に与

える影響を考慮して政令で定める材質の原材料であつて、これに含まれる物

質（その物質が化学的に変化して生成した物質を除く。）について、当該原材

料を使用して製造される器具若しくは容器包装に含有されることが許容され

る量又は当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装から溶出し、

若しくは浸出して食品に混和することが許容される量が第一項の規格に定め

られていないものは、使用してはならない。ただし、当該物質が人の健康を損

なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴

いて定める量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和するおそれがないよ

うに器具又は容器包装が加工されている場合（当該物質が器具又は容器包装

の食品に接触する部分に使用される場合を除く。）については、この限りでな

い。 

 

第 52 条 厚生労働大臣は、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な

管理その他公衆衛生上必要な措置（以下この上において「公衆衛生上必要な措

置」という。）について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定

めるものとする。 

 １ 施設内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関すること。 

 ２ 食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適正に製造を管理する

ための取組に関すること。 

② 器具又は容器包装を製造する営業者は、前項の規定により定められた基準

（第18条第３項に規定する政令で定める材質以外の材質の原材料のみが使

用された器具又は容器包装を製造する営業者にあつては、前項第１号に掲

げる事項に限る。）に従い、公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。 

③ 都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第１項の規定により定

められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。 

 

第 53 条 第 18 条第３項に規定する政令で定める材質の原材料が使用された器

具又は容器包装を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入

する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その取り扱う器具又は容器包

装の販売の相手方に対し、当該取り扱う器具又は容器包装が次の各号のいず

れかに該当する旨を説明しなければならない。 
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 １ 第 18 条第３項に規定する政令で定める材質の原材料について、同条第１

項の規定により定められた規格に適合しているもののみ使用した器具又は

容器包装であること。 

 ２ 第 18条第３項ただし書に規定する加工がされている器具又は容器包装で

あること。 

② 器具又は容器包装の原材料であつて、第 18 条第３項に規定する政令で定め

る材質のものを販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入す

る者は、当該原材料を使用して器具又は容器包装を製造する者から、当該原材

料が同条第１項の規定により定められた規格に適合しているものである旨の

確認を求められた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、必要な説明

をするよう努めなければならない。 
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食品衛生法施行令（抄） 

（昭和 28 年政令第 229 号） 

 

（法第 18 条第３項の材質） 

第１条 食品衛生法（以下「法」という。）第 18 条第３項の政令で定める材質

は、合成樹脂とする。 
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食品、添加物等の規格基準（抄） 

（昭和 34 年厚生省告示第 370 号） 

 

○食品、添加物等の規格基準 

第３ 器具及び容器包装 

Ａ 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格 

 １～４（略） 

  ５ 器具又は容器包装は、食品衛生法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 23

号）別表第１に掲げる着色料以外の化学的合成品たる着色料を含むもの

であつてはならない。ただし、着色料が溶出又は浸出して食品に混和する

おそれのないように加工されている場合はこの限りでない。 

  ６～７（略） 

  ８ 食品衛生法施行令第１条に規定された材質の原材料であつて、これに

含まれる物質（その物質が化学的に変化して生成した物質を除く。以下同

じ。）ごとに定める当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包

装に含有されることが許容される量又は器具若しくは容器包装から溶出

し、若しくは浸出して食品に混和することが許容される量（以下「含有量

等」という。）は、別表第１のとおりとする。ただし、着色料と使用され

る場合にあつてはこの限りでない。なお、別表第１に掲げる原材料として

であつて、これに含まれる物質は、次に定めるところによらなければなら

ない。 

（１） 別表第１第１表（１）、（２）及び（３）の表の物質名欄に掲げる       

合成樹脂の原材料であつて、これに含まれる物質の含有量等は、制限が

ないものとする。ただし、器具若しくは容器包装が同表（１）若しくは

（２）の表の食品区分欄に使用が可能な食品として定められていない食

品に使用される場合（同表（１）若しくは（２）の表に掲げる物質が食

品に接触する部分に使用されない場合を除く。）又は器具若しくは容器

包装が同表（１）若しくは（２）の表の最高温度欄に掲げる許容される

最高温度を超えて使用される場合においては、同表（１）若しくは（２）

の物質名欄に掲げる物質は同表の特記事項欄において特段の定めがあ

る場合を除き、当該器具若しくは容器包装の原材料として使用されては

ならない。 

（２） 基ポリマー（材質の基本をなすものをいう。）は、別表第１第１   

表（１）又は（２）の表の物質名欄に掲げる物質により構成されなけれ

ばならない。ただし、同表（１）又は（２）の表の物質名欄に掲げる物

質を 98％を超えて含み、それ以外の部分は同表（３）の表に掲げる物質
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で構成される場合は、この限りでない。 

（３） 別表第１第１表（２）の表の物質名欄に掲げる物質は、塗膜とし  

て使用されるものでなければならない。 

（４） 別表第１第２表の表の物質名欄に掲げる物質は、同表の特記事  

項欄において特段の定めがある場合を除き、別表第１第１表（１）又は 

（２）の表の物質名欄に掲げる物質に対して、同表中の合成樹脂区分欄 

に定められ合成樹脂区分に該当する別表第１第２表の表の区分別使用 

制限欄に掲げる量を超えて器具又は容器包装の原材料として使用され 

てはならない。 
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食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件 

（令和２年厚生労働省告示第 196 号） 

 

食品衛生法等の一部を改正する法律（平成 30 年法律第四 46 号。以下「改正

法」という。）の施行に伴い、及び食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）第 18

条第１項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年厚生省告示第

370 号）の一部を次のように改正し、改正法の施行の日（令和２年６月１日）か

ら適用する。ただし、この告示の適用の日前に販売され、販売の用に供するため

に製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装と

同様のものが同日から起算して五年を経過する日までの間に販売の用に供する

ために製造され、若しくは輸入される場合、それに使用される食品衛生法施行令

（昭和 28 年政令第 229 号）第１条に規定する材質の原材料であって、これに含

まれる物質については、この告示による改正後の食品、添加物等の規格基準の別

表第１に掲げられているものとみなすことができる。 

令和２年４月 28 日        厚生労働大臣 加藤 勝信 

（「次のよう」は、省略し、その関係書類を厚生労働省医薬・生活衛生局食品基

準審査課に備え置いて縦覧に供するとともに、厚生労働省のホームページによ

り公表する。） 


